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 取扱い資料について 

 

 

 

奈良県内の特定行政庁（奈良県・奈良市・橿原市・生駒市）における取扱いは、原則として次のとおり

とする。 

 

⚫ 近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集 

編集：近畿建築行政会議  発行：一般財団法人建築行政情報センター 

 

⚫ 奈良県建築基準法の手引き 

 

⚫ 建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 

編集：日本建築行政会議  発行：一般財団法人建築行政情報センター 

 

⚫ 建築物の防火避難規定の解説 

編集：日本建築行政会議  発行：株式会社ぎょうせい 

 

なお、内容が重複している場合又は判断に差がある場合等は、「近畿建築行政会議建築基準法共通取扱

い集」、「奈良県建築基準法の手引き」をもとに判断するが、「建築確認のための基準総則・集団規定の

適用事例」や「建築物の防火避難規定の解説」も参考にするものとする。 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第１号 建築物 

 

 土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱いについて 

 

 

 土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、建築基準法第２条第１号に規定する「建築物」に該当

しない「太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、か

つ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しない

もの」とは当該屋内的用途に供しないものであるとともに、次の(1)又は(2)に該当するものとする。 

 

 

 (1) 太陽光発電設備架台下空間の最高の内法高さが１．４メートル以下である場合 

 

  (2) 太陽光発電設備の周囲にフェンス等の囲いが設置される等、容易に立ち入りができない状況である

場合 

 

 

＜注意事項＞ 

※１ 太陽光発電設備のパネル以外の附属施設が「建築物」に該当する場合があります。 

 

※２ 太陽光発電設備が「建築物」に該当しない場合でも、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等

に関する条例の許可が必要な場合があります。 

 

※３ 太陽光発電設備が「建築物」に該当しない場合でも、宅地造成及び特定盛土等規制法等他法令の許

可が必要な場合があります。 

 

 

＜制定年月日＞平成２６年１２月２６日 

＜改定年月日＞令和 ５年１２月１４日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第１号 建築物 

 

 ビニールハウスについて 

 

 

 ビニールハウス（土地に定着した工作物で、骨組みを組み、その上部をビニール等で覆ったもの）につ

いて、下記(1)～(6)のすべてに該当するものは建築物として取り扱わない。 

 

(1)  農作物、園芸作物又は樹木を育成・栽培するためのものであること。 

(2)  建設地が下記①～④のいずれかに該当すること。 

① 農地法第２条第 1 項に規定される農地。 

② 教育機関（大学、高等学校、農業大学校等）の敷地。 

③ 農業又は林業試験研究機関の敷地。 

④ 都市公園の敷地。 

(3)  骨組みの上部を覆ったビニール等（フィルム状のものに限る。）が容易に取りはずしできるものであ

ること。 

(4)  不特定多数の利用を主たる目的としないこと。 

(5)  利用形態が単層であること。 

    ※「層」については、人が作業可能な部分を通常の床とみなし判断する。 

(6) 一体的に利用されている部分の地面への水平投影面積が 3,000 ㎡を超えるものについては、「園芸用

施設安全構造基準」（発行：（一社）日本施設園芸協会）に基づいて設置したものであること。 

 

※１ ビニールハウス以外の附属施設が「建築物」に該当する場合があります。 

※２ 建築物に該当しない場合でも、宅地造成等規制法等他法令の許可が必要な場合があります。 

 

＜制定年月日＞平成２４年 ９月２４日 

＜改定年月日＞平成２６年 ４月 ３日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第２号 特殊建築物 

 

 グループホームについて 

 

 

 グループホームの法の適用は、次のとおりとする。 

 

(1) 食堂・便所・台所・浴室等が１ヶ所又は数ヶ所に集中して設ける計画となっている場合は、「寄宿舎」 

 に該当する。 

(2) 他の児童福祉施設等と併設され、施設計画上一体となっている場合は、「児童福祉施設等」に該当す

る。 

(3) 各住戸が独立していて、廊下・階段等の共用部分を有する計画である場合は、「共同住宅」に該当す 

 る。 

 

なお、確認申請書の用途記載については、判断した用途の後ろに括弧書きでグループホームであること

を記載してください。 

（記載例）寄宿舎（認知症高齢者グループホーム） 

 

＜制定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第２号 特殊建築物 

 

 サービス付き高齢者向け住宅について 

 

 

 サービス付き高齢者向け住宅の法の適用は、次のとおりとする。 

 

(1)  各専有部分に便所・洗面所・台所を備えているものは、老人福祉法における有料老人ホームへの該

当・非該当にかかわらず「共同住宅」に該当する。  

(2)  各専有部分に便所・洗面所はあるが、台所を備えていないもののうち、 

① 老人福祉法における有料老人ホームに該当するものは「老人ホーム」に該当する。 

② 老人福祉法における有料老人ホームに該当しないものは「寄宿舎」に該当する。 

 

なお、確認申請書の用途記載については、判断した用途の後ろに括弧書きでサービス付き高齢者向け住

宅であることを記載してください。 

（記載例）共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅） 

 

 

 

＜制定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第５号 主要構造部 

 

 主要構造部について 

 

 

 法では建築物の主要部位に対して、倒壊の防止、延焼、火災拡大等の防止等を目的とする防火上の制限

を加える場合が多いので、これらの主要部位を一括して主要構造部と定義している。 

 「構造上」とは、構造耐力、一般構造等構造工学的な観点を意味するものではない。 

 

 

＜例示＞ 

 主要構造部の範囲 

 (1) 外壁の間柱は「主要構造部」である外壁の部分に含まれる。 

 (2) 胴縁は、当該壁が主要構造部に該当する場合は、「主要構造部」である壁の部分に含まれる。 

 (3) 主要構造部に該当する壁又は床を支持する小梁及び根太は、「主要構造部」である壁又は床の部分 

に含まれる。 

 (4) 屋根の母屋は「主要構造部」である屋根の部分に含まれる。 

 (5) 野地板は「主要構造部」である屋根の部分に含まれる。 

 (6) 金属板瓦棒葺の屋根の場合、瓦棒（瓦桟）は「主要構造部」である屋根の部分に含まれない。 

 (7) 令第 114 条第 1 項に規定される界壁及び第 2 項に規定される防火上主要な間仕切り壁は「主要構造

部」である。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

第５号（主要構造部）、第１４号、第１５号（大規模の修繕、大規模の模様替） 

第６条第１項（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

 

 屋根の改修に関する取扱いについて 

 

 

主要構造部である屋根について、屋根ふき材（防水層を含む）のみの改修を行う行為は、大規模の修繕

及び大規模の模様替には該当しない。 

なお、屋根ふき材を改修する際に野地板も改修する場合は、野地板は「主要構造部」である屋根の部分

に含まれるため、野地板の改修範囲が過半の場合は大規模の修繕または大規模の模様替に該当する。 

 

また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は、大規模の修繕

及び大規模の模様替には該当しない。 

ただし、構造耐力上安全であることが明らかでない場合は壁量計算や耐震診断等により安全性を確認し、

大臣認定等による構造のものについては認定等による仕様を逸脱しないことを確認する必要がある。 

 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第６号 延焼のおそれのある部分 

 

 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面について 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。） 

 で、その幅（次に掲げるものが並列してある場合はその幅の合計とする。以下「公園等の幅」という。） 

 が１０ｍを超えるものは、「防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に 

属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み、道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) 公園等の幅が１０ｍ以下のものについては、「防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面」

には該当しないが、道路に面する場合と同等以上に防火上有効であると判断できるので、道路とみなし

て本号の規定を適用する。 

 

(3) 前面道路の反対側に(1)及び(2)に掲げるものがある場合は、それぞれ(1)及び(2)と同等以上に防火 

 上有効であると判断できるので、当該敷地は(1)及び(2)に掲げるものに面しているものとみなす。 

 

(4) (3)の場合並びに(1)及び(2)に掲げるものの反対側に道路がある場合は、公園等の幅に当該道路の幅 

 員を含むことができる。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第６号 延焼のおそれのある部分 

 

 耐火構造の壁その他これらに類するものについて 

 

 

次の各号のすべてに該当する通路部分（渡り廊下等）については、火災の発生のおそれが少なく、他の

建築物からの類焼も想定しがたいことから、「その他これらに類するもの」に該当する。 

① 平屋建てである。 

② 不燃材料で造られている。 

③ 外壁（腰壁を除く。）を有さず、側面が開放されている。（外気に有効に開放されている部分の 

高さが１．１ｍ以上であり、かつ、天井の高さの１／２以上である。） 

④ 通行の用にのみ供する。（屋内的用途に供しない。） 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第６号 延焼のおそれのある部分 

 

 地階における延焼のおそれのある部分について 

 

 

 地階については、延焼のおそれのある部分は規定上生じない。しかし、下図のような平均地盤面の算定

により地階となるが、その一部が地上に出ているような地階の形状の場合は、延焼防止上、その階も地上

１階とみなして延焼のおそれのある部分を算定する。 

 ただし、ドライエリアの壁等で防火上有効に遮られている部分は除く。 

 

 

 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義）第９の２号 耐火建築物 ロ、第９の３号 準耐火建築物  

法第２７条 

法第６１条（防火地域及び準防火地域内の建築物）第１項 

 

 

 自動車車庫の開放部について 

 

 

 自動車車庫の開放部は、法第２条第９の２号ロ、同条第９の３号及び法第６１第１項中の「外壁の開口

部」に該当する。 

 ただし、誘導車路その他もっぱら通行の用に供し通常車を駐留させない部分はこの限りでない。 

 

＜例示＞ 

 
＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第９の３号 イ 準耐火建築物 

 令第１０９条の２の２（主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角） 

 

 層間変形角の簡易な確認方法について 

 

 

 各階の耐力壁について、次に掲げるときは、層間変形角が１５０分の１以内であることが確認できたも

のとする。 

(1) 木造在来軸組工法において、令第４６条第４項により計算した軸組長さの合計が、同項の規定により

計算した必要壁量の１．２５倍以上であるとき。 

(2) 枠組壁工法において、平成１３年１０月１５日国土交通省告示第１５４０号の規定に適合していると

き。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２条（用語の定義） 

 

 第１３号 建築 

 

 改築について 

 

 

 「改築」とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又は災害等により滅失した後に、引続き従前と用

途、規模及び構造の著しく異ならない建築物を建築することをいう。（従前のものと著しく異なるときは

新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。） 

 よって、改築とは、次のすべてに該当するものをいう。 

 

(1)  除却部分は、建築物の全部又は一部とし、建築主の任意又は災害等による滅失であること。 

(2)  除却又は滅失後の工事着手は、建築主の建築行為の意思表示が、社会通念上除却又は滅失後引き続

き有すると認められるものであること。 

(3) 延べ面積の増減が従前の２割以内であること。 

   （複合用途の建築物においては、各用途ごとの床面積の増減が従前の２割以内であること。） 

(4) 階数が従前と同じであること。（地階を除く階数が従前と異なるときを除く。） 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 



   

奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 14 - 

法第２条（用語の定義） 

 

 令第１条（用語の定義） 第１号 敷地 

 

 用途上不可分の関係について 

 

 

「用途上不可分の関係」とは、主用途の建築物とこれに附属する従用途の建築物（例えば、住宅と付属

車庫）や、総合的な用途の中に内包される建築物（例えば、学校における校舎、体育館、実験棟、食堂棟）

のように、個々の建築物を分離するとその機能に支障をきたす関係をいう。 

なお、以下の建物用途については次のとおりとする。 

 

１． 主従関係 

 

① 住宅 

住宅の「母屋」と「離れ」について、「母屋」とは、便所及び炊事設備が設置されている居住の

用に供する建築物をいう。「離れ」とは、主として居住の用に供する居室を有する建築物で、便所

及び炊事施設又はいずれか一方が設置されていないものをいう。「離れ」は「母屋」に附属する従

用途の建築物とし用途上不可分の関係とすることができる。なお、「母屋」及び「離れ」の判断に

あたり浴室の有無は問わない。 

 

② 農家住宅 

市街化調整区域内の農家住宅に附属する農業用倉庫は、用途上不可分の関係とすることができ

る。 

 

③ 共同住宅 

共同住宅と集会所について、集会所の利用が共同住宅の居住者のみの使用に限定される場合、

集会所は住宅棟の用途に附属する従用途の建築物に該当すると考えられるので、当該住宅棟と集

会所は、用途上不可分の関係とすることができる。ただし、不可分と認められるのは一対の住宅

棟と集会所のみである。 

 

２． 内包関係 

 

① 放課後児童健全育成事業に係る施設（以下、「放課後児童クラブ」という。） 

小学校敷地内に別棟で建築する放課後児童クラブの取扱いについては、原則「建築確認のため

の基準総則・集団規定の適用事例」による。ただし、主たる利用者が当該小学校の児童であるこ

となどを条件に、建築物相互の機能上の関係性を考慮し、小学校と放課後児童クラブは、用途上

不可分の関係とすることができる。 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第６条（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

 

 

 確認申請受理後、審査中に計画の変更が生じた場合の事務処理について 

 

 

 確認申請受理後、審査中に計画の変更が生じた場合で、以下のいずれかに該当する場合は、原則として

確認申請の再提出が必要となる。なお、その場合審査途中の確認申請書は取り下げることとなる。 

(1) 当該建築物の主要な用途を変更するもの 

(2)  建築基準法第６条第１項「第１号・第２号」と「同第３号」の変わるもの 

(3)  階数の変わるもの 

(4)  建築構造計画の基本的な部分を変更するもの 

(5) 床面積の１割程度を超える変更又は大幅な間取り変更（左右反転を含む。）をするもの 

(6) その他建築主事が必要と認めるもの 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第６条（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

 

令第８０条の３ 

 

土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の確認申請について 

 

 

都市計画区域外の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内において、居室を有する建築物（法第６条第

１項第１号及び第２号を除く。以下「建築物」という。）を建築しようとする場合における確認申請の要

否については以下による。 

 

 

 

 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第７条の６（検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限） 

 

 第１項第１号 

 

 仮使用認定について 

 

 

 法第７条の６の規定の運用及び同条第１項第１号中の「安全上、防火上及び避難上支障がない」と認め

る基準は、次のとおりとする。 

 

Ⅰ 法第７条の６の規定の運用について 

 

１ 建築物の使用制限を受ける工事中の期間 

  法第７条の６第１項の規定により建築物の使用制限を受ける期間は、工事の着手から法第７条第５項

の検査済証の交付を受けるまでのすべての期間（同条第１項の規定による提出をした日から７日を経過

した後を除く。）であるが、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の場合には、

建築物を使用しない日のみ工事を行い、かつ、建築物を使用しようとする日において、令第１３条に規

定する避難施設等の機能が当該工事により支障を受けないといった形態のときは、当該工事を行う日の

みを建築物の使用制限を受ける日として取り扱う。 

 

２ 建築物の使用 

  建築物の使用とは、人が相当時間継続して建築物に立ち入ることをいうが、現場管理者、工事従事 

 者、管理人、監視員等当該建築物の工事、保守管理等の業務に直接従事する者が当該業務を遂行する  

ために立ち入る場合は、法第７条の６第１項の規定により制限を受ける建築物の使用とは取り扱わな  

い。 

 

３ 使用制限の対象となる建築物 

  (1) 使用制限の対象となる建築物の判定は、建築物の棟別に行う。 

したがって、同一の敷地内に多数の棟がある場合においても法第７条の６に係る工事を行って 

 いない棟は、使用期限の対象とはならない。 

  (2) 法第７条の６第１項中の「これらの建築物」には増築等の工事の後において法第６条第１項第 

１号又は第２号の建築物となるものを含み、「共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物」

とは増築等の工事の前においても増築等の工事の後においても共同住宅以外の住宅又は居室を有

しない建築物であるものをいう。 

 

４ 使用期限の対象となる建築物の部分 

    法第７条の６中の「避難施設等に関する工事に係る建築物の部分」とは、工事に係る令第１３条３に

規定する避難施設等が機能的に関与している建築物の部分をいい、例えば、避難施設等に関する工事の

対象が階段である場合において、建築物が当該階段を含む部分と他の部分とに、令第１１７条第２項の

区画又は次の区画によって区画されているときは、当該階段を含む部分のみが「避難施設等に関する工

事に係る建築物の部分」に該当する。 

  (1) 耐火、準耐火構造が要求されている建築物の区画 

        耐火構造の壁で一部に開口部があり、その開口部が特定防火設備で閉鎖（施錠のみは不可、ビ

ス止め可）されていること 

  (2) 耐火、準耐火構造が要求されていない建築物の区画 

    耐火構造の壁で一部に開口部があり、その開口部が不燃材料で閉鎖（施錠のみは不可、ビス止

め可）されていること 

 

５ 内装仕上げ等をテナント等の決定後に行うこととされている建築物の取扱い。 
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(1) 法第７条第４項の規定による検査は、工事が完了した場合において、建築物及びその敷地が、

建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合す

るものであるかどうかについて行うものである。 

したがって、法第３５条の２の規定による内装制限等を受ける事務所ビル、店舗ビル等であっ

て、内装仕上げ等をテナント等の決定後に行うこととされているものについては、当該内装仕上

げ等が完了していない場合は、法第７条第１項の適用上工事が完了したとはいえないことから、

このような建築物を使用しようとする場合は、仮使用認定を受けなければならない。 

また、テナント等の決定後に行う内装仕上げ等の内容が建築確認を受けたものと異なることと

なる場合には計画変更確認申請書を提出して建築主事等の確認を受ける必要がある場合がある。 

 

 

Ⅱ 仮使用認定基準 

 

第一 方針等 

  (1) 仮使用認定の審査に当たっては、第二の認定基準に従い、対象となる工事中の建築物について想

定される危険要因を具体的に検討し、個々の危険要因に対応した安全対策を適切に講じること。 

     また、建築物の使用状況等を勘案して総合的な見地から安全計画を策定すること。 

  (2) 仮使用期間が著しく長くなることは、その期間中に工事の状況が変化することが予想され、工事

中の建築物の安全の確保が図れないおそれがある。したがって、仮使用する期間は、原則として

３年以内で定めること。 

 

第二 認定基準 

 １ 特定行政庁が認定を行う場合 

  (1) 新築の建築物等 

     仮使用の対象が、新築の建築物又は増築工事における増築部分である場合には、次の①から③ 

    までによること。 

①  仮使用部分は、下記項目について、建築基準法の規定及び消防法の規定にそれぞれ適合してい

ること。 

    イ 令第１１２条の防火区画 

    ロ 令第５章第２節の廊下、避難階段及び出入口 

    ハ 令第５章第３節の排煙設備 

    ニ 令第５章第４節の非常用の照明装置 

    ホ 令第５章第５節の非常用の進入口 

    ヘ 令第５章の２の特殊建築物等の内装 

    ト 令第１２９条の１３の３の非常用の昇降機 

    チ 消防法第１７条の消防用設備等 

   ② 仮使用部分とその他の部分とは、建築物の構造、用途又は工事内容等に応じて、３０分程度以

上の耐火性能を有する耐火構造の壁、不燃材料で造られた間仕切り等により、防火上有効に区画

されていること。 

      ③ 工事計画に応じて、工事に使用する火気、資材等の管理の方法、防火管理の体制等が適切に計

画されていること。 

  (2) 既存の建築物 

        仮使用の対象が、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事を行う既存の建築

物である場合には、次の①から③までによること。 

   ① 仮使用部分は、次のイからホまでに定めるところによること。 

    イ 令第１１２条第１１項および同条第１９項（第１１項に係る部分に限る。）の規定に適合し

ていること。ただし、この場合において、防火区画に用いられる防火設備は、同条第１９項第

２号に規定する遮煙性能を有さないものであってもよい。 

    ロ 仮設屋外階段、仮設梯子等が、建築物の形態、使用状況等に応じて適切に設置されている場

合を除き、令第１２０条、第１２１条及び第１２５条第１項の規定に適合していること。 
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       ハ 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階における直通階段の幅員の合

計が、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積１００㎡につき３０ｃｍの

割合で計算した数値以上確保されていること。 

       ニ 小規模な居室、バッテリー内蔵型の非常用照明等の設置により床面においておおむね１ルク

ス程度の明るさが確保されている建築物の部分又は夜間使用がない建築物で十分の明るさ確保

できる窓等の開口部が設けられている建築物の部分を除き、令第１２６条の４及び令第１２６

条の５の規定に適合していること。 

       ホ 消防機関において、消防活動上支障がないと認める措置が講ぜられている場合を除き、令第

１２６条の６及び令第１２６条の７の規定に適合していること。 

      ②イ 使用部分とその他の部分とは、建築物の構造、用途又は工事内容等に応じて、３０分程度以 

上の耐火性能を有する耐火構造の壁、不燃材料で造られた間仕切り等により、防火上有効に区

画されていること。 

       ロ 工事施工部分に面する換気、暖房、冷房及び排煙の設備の風道の吹出口等が、鉄板その他の

不燃材料で塞がれていること。 

      ③ 工事計画に応じた避難施設等に係る代替措置、工事に使用する火気、資材等の管理の方法、防

火管理の体制等が適切に計画されていること。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２０条（構造耐力） 

 

 令第６２条の８（ 塀 ） 

 

補強コンクリートブロック塀の高さの取り方について 

 

 

図１のように、補強コンクリートブロック塀（以下、ＣＢ塀）を境として地盤面に高低差がある場合、Ｃ

Ｂ塀の高さは原則として下部地盤面からの高さＨ１とする。ただし、図２のように土圧を受ける部分があ

る場合でも、適法に築造されたＲＣ造の擁壁や土留め構造物である等安全上支障が無いと判断できる場

合、ＣＢ塀の高さは上部地盤面からの高さＨ２とする。 

 

 

 

 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２０条（構造耐力） 

 

 令第７７条（柱の構造）第３号 

 

 柱の小径の２倍以内の距離にある部分について 

 

 

 「柱の小径の２倍以内の距離にある部分」とは、下図に示すＬの部分とする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２６条（防火壁等） 

 

 令第１１３条（木造等の建築物の防火壁及び防火床）第１項第２号 

 令和元年国土交通省告示第１９７号第１第２号 

 

 自立する構造について 

 

 

 「自立する構造」とは、防火壁そのものが構造耐力上安全であり、他の構造に防火壁を支えさせないこ

とである。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物） 

 

 別表第１ 

 令第１１５条の３（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）第３号 

 

 用途に供する部分について 

 

 

 「物品販売業を営む店舗」の場合、当該「用途に供する部分」とは、売場のみでなく店舗のための事務

室、倉庫等の部分も含まれる。 

 なお、卸売業店舗は、令第１１５条の３第３号中の「物品販売業を営む店舗」に該当する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２７条（耐火建築物等としなければならない特殊建築物） 

 

 第３項第２号 

 令第１１６条（危険物の数量）第１項 

 

 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供するものについて 

 

 

(1) 「貯蔵又は処理に係る危険物の数量」とは、当該貯蔵場又は処理場において取り扱う危険物の瞬間に

おける最大停滞量（貯蔵場又は処理場の中（機械、管を含む）に存置することのできる危険物の最大数

量）による。 

(2) 液化プロパンガスは、令第１１６条第１項中の「液化ガス」に該当する。また、その詰替え作業は処

理に該当する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２８条（居室の採光及び換気） 

 

 第１項 

 令第２０条（有効面積の算定方法）第２項第１号 

 

 公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面について 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

 以下「公園等」という。）は、「公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に

属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み、道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の公園等として本規定を適用する。 

 

(3) 開口部が面する道の反対側に公園等が存する場合は、当該道の反対側の境界線が当該公園等の幅の１

／２だけ外側にあるものとみなす。 

 

(4) 開口部が面する公園等の反対側に道が存する場合は、当該部分の隣地境界線は当該道の反対側の境界

線にあるものとみなす。 

 

(5) 開口部が面する公園等の反対側に道がある場合であって、採光補正係数が１未満となるときはその値

を１とする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２８条（居室の採光及び換気） 

 

 第１項 

 

 温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室について 

 

 

 次に掲げるものは、「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室」に該

当する。 

(1) 居住のための居室のうち、音楽練習室、リスニングルーム等防音措置を講じることが望ましいもの。 

   ただし、遮音板を積み重ねた浮き床を設ける等の遮音構造が設けられ、かつ、当該住宅の室数及び延

べ面積を勘案して、付加的な居室であることが明らかなものに限る。 

(2) 大学の教室のうち、視聴覚教室など自然採光を防ぐ必要のあるもの。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２８条（居室の採光及び換気） 

 

 第２項 

 

 換気に有効な部分について 

 

 

 「換気に有効な部分」とは、自然換気について有効な部分であり、隣地境界線（道路境界線を除く。）

又は同一敷地内で隣接する建築物の外壁から２５ｃｍ以上離れていなければならない。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２８条（居室の採光及び換気） 

 

 第２項 

 令第２０条の２（換気設備の技術的基準）第１号 

 

 天井面に高低差をつけて換気口を設けている場合の有効開口面積の算定について 

 

 

 有効に換気するためには、外部まで換気口の有効開口を保持しなければならないので、下図のような場

合、有効開口面積はａ、ｂのうちから小さい方の面積とする。 

 

 
 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第２８条（居室の採光及び換気） 

 

 第３項 

 令第２０条の３（火を使用する室に設けなければならない換気設備等）第１項第３号 

 

 換気上有効な開口部について 

 

 

 「換気上有効な開口部」とは、サッシに設けられた換気用の小窓、外壁に設けられた換気用の小孔等の

換気専用に設けられた開口部（面積等は特に定めない）で、容易に開閉することができるものとする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３０条（長屋又は共同住宅の各戸の界壁） 

 

 

 長屋の構造について 

 

 

 長屋建の建物は、奈良県建築基準法施行条例第４条に定める構造のほか、次の各号に定める構造を満足

しなければならない。 

 ただし、法第８６条第１項若しくは第２項又は法第８６条の２第１項の規定による認定に係るもの、又

は他法令に基づいて適正な維持管理が確実であるものについては、この限りでない。 

(1) 各戸の界壁の長さは２.７ｍ以上であり、かつ、当該界壁に面する見付壁長さの２分の１を超えてい

ること。当該界壁に面する見付け壁長さは、隣接住戸間のうち小さい値とする。さらに、階数が２階以

上の場合は、隣接住戸間の各階における最小値のうち最大のものをいう。（下図参照） 

   ただし、界壁の長さには、主として外部から使用する自動車車庫、物置等の部分は含まない。 

(2) 住戸の隣接する部分の基礎、柱、壁及び屋根等の構造並びに仕上げは、他の部分と著しく異なった仕

様としないこと。 

(3) 界壁に面する屋内部分は、主として内部から出入り、又は、使用する構造であり、かつ、当該部分の

天井高さは２.１ｍ以上であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ［住戸Ａと住戸Ｂの界壁の長さ］ 
      １階部分について Ｌa＞Ｌb である。 
      ２階部分について ｌa＜ｌb である。 
      よって、各階の界壁に面する見付け長さの小さい方 Ｌb とｌa を比べると Ｌb＞ｌa であるので、 
      界壁の必要長さＬ1は、Ｌ1≧２.７ｍ、かつ、Ｌ1＞Ｌb／２ とする。 
 
    ［住戸Ｂと住戸Ｃの界壁の長さ］ 
      １階部分について Ｌb＜Ｌc である。 
      ２階部分について ｌb＞ｌc である。 
      よって、各階の界壁に面する見付け長さの小さい方 Ｌb とｌc を比べると Ｌb＞ｌc であるので、 
      界壁の必要長さＬ2は、Ｌ2≧２.７ｍ、かつ、Ｌ2＞Ｌb／２ とする 。 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ９月 １日 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２１条（二以上の直通階段を設ける場合） 

 

 避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものについて 

 

 

 令第１２１条第１項第３号、同項第６号及び第３項に規定する「避難上有効なバルコニー、屋外通路そ

の他これらに類するもの」の構造については、次の構造とすること。また、これを延焼のおそれのある部

分に設置することは可能である。 

 

(1) 避難上有効なバルコニーの構造 

 ① バルコニーの位置は、直通階段の位置とおおむね対称の位置とし、かつ、その階の各部分と容易に

連絡するものとすること。 

 ② バルコニーは、その１以上の側面が道路等又は幅員７５ｃｍ以上の敷地内の通路に面し、かつ、タ

ラップその他の避難上有効な手段により道路等に安全に避難できる設備を有すること。 

 ③ バルコニーの面積は、２㎡以上（当該バルコニーから安全に避難する設備の部分を除く。）とし、

奥行の寸法は７５ｃｍ以上とすること。 

 ④ バルコニー（共同住宅の住戸等に附属するものを除く。）の各部分から２ｍ以内にある当該建築物

の外壁は耐火構造（準耐火建築物にあっては準耐火構造）とし、その部分に開口部がある場合は、特

定防火設備又は両面２０分の防火設備を設けること。 

 ⑤ 屋内からバルコニーに通ずる出入ロの戸の幅は７５ｃｍ以上、高さは１８０ｃｍ以上及び下端の床

面からの高さは１５ｃｍ以下とすること。 

 ⑥ バルコニーは十分外気に開放されていること。 

 ⑦ バルコニーの床は耐火構造、準耐火構造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものとし、か

つ、構造耐力上安全なものとすること。 

(2) 屋外通路の構造 

 ① 当該階の外壁面に沿って設けられ、かつ、直通階段の位置とおおむね対称の位置で屋内と連絡する

ものであること。 

 ② 当該階の各部分と容易に連絡するものであること。 

 ③ 幅６０ｃｍ以上で、手すりその他安全に通行できるための措置を講じたものであること。 

 ④ 通路の一端は、直通階段に連絡し、他端はタラップその他の避難上有効な手段により安全な場所に 

通ずるものであること。ただし、直通階段に連絡することが困難でやむを得ない場合にあっては、両

端に避難上有効な手段を設けたものであること。 

 ⑤ 屋内部分との区画、出入口の戸及び構造については、バルコニーにおける場合と同様のものである

こと。ただし、出入口の戸の幅は６０ｃｍ以上とし、窓その他の開口部は避難上支障のない位置に設

けること。 

(3) その他これらに類するものの構造 

  下階の屋根、ひさし等（耐火構造のものに限る。）及び避難橋等で、(1)又は(2)で規定する避難上有 

効なバルコニー又は屋外通路と同等以上に避難上有効なもの。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２１条（二以上の直通階段を設ける場合）第１項 

 

 複合用途の建築物における直通階段の共用について 

 

 

 令第１２１条第１項の規定により２以上の直通階段を設けなければならない用途の部分を複数有する複

合用途の建築物については、それぞれの用途に２以上の直通階段を設ける必要はない。 

 一の用途に供する部分の避難のための階段は、同一階の他の用途の避難のための階段と共用することが

できる。ただし、この場合においては、当該階段までの経路は、他の用途の部分（共用ロビー、共用廊下

等は除く。）を経由してはならない。 

 また、同一階の他の用途の部分と共用する階段の幅員は、令第１２４条等の規定により当該階段を利用

する各用途の部分につき必要とされる階段の幅員の合計から専用階段の幅員を減じた幅員以上としなけれ

ばならない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２６条の２（設置）第１項、令第１２６条の３（構造） 

 

 個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合について 

 

 

 間仕切壁の上部が排煙上有効に開放されている場合の二室については、原則として、同一防煙区画とみ

なすものとする。ただし、「排煙上有効に開放されている」とは、次の条件に該当する場合とする。 

 なお、避難経路である廊下と室（便所等火災発生の恐れの少ない室を除く。）とを同一防煙区画とする

ことは、避難上支障をきたすので認められない。 

 

(1) 間仕切壁の上部で天井面から５０ｃｍ下方までの部分が開放されていること。 

   なお、一室とみなすのは二室までとし、下左図のような連続した三室の場合は認められない。 

(2) 当該開放部分の面積がそれぞれ排煙を負担する床面積の５０分の１以上であること。 

 
＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２６条の２（設置）第１項第１号 

 

 避難経路における排煙設備の設置の免除について 

 

 

 「区画された部分」の適用については、居室、共用廊下等の用途を限定せず、床面積が１００㎡（高さ

３１ｍ以下の部分にある共同住宅の住戸にあっては２００㎡）以内ごとに防火区画されていれば、全ての

部分について排煙設備の設置が免除されることになるが、ホテル、旅館等の不特定多数の人が利用する建

築物あるいは病院、診療所等の避難上の弱者を収容する建築物で廊下等の避難経路（階段の部分は除く）

となる部分については、排煙設備を設けること。 

 また、避難経路である廊下を排煙設備の設置を免れるために床面積１００㎡以内ごとに防火戸を設ける

ことは、避難上支障となるため設けてはならない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２６条の３（構造） 

  

 自然排煙口の設置位置と外部空間との関係について 

 

 

 自然排煙の屋外部分の排煙障害を避け有効性を確保するための自然排煙口の設置位置と外部空間との関

係は、次によるものとする。 

 

(1) 隣地境界線等との関係 

   当該建築物と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物等より有効で２５ｃｍ以上確保され、かつ、排

煙上支障のない空間とすること。ただし、公園、広場、川等の空地又は水面などに面する部分を除く。 

(2) からぼり（ドライエリア）との関係 

   当該防煙区画のからぼりに面する壁から、からぼりの周壁までの水平距離が２５ｃｍ以上あり、か 

 つ、からぼりの水平面積は、排煙口の必要面積の２倍以上あること。 
 

 

 

 

 

(3) 排煙シャフトとの関係 

   排煙シャフト面積、煙突出口面積は排煙に必要な面積以上であること。 

   なお、排煙シャフトは耐火構造等とし、かつ、一防煙区画のみとする。 
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＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２６条の３（構造）第４号 

 

 手動開放装置について 

 

 

 手動開放装置については＜参考＞のテキストによるものとするが、次のことに留意すること。 

 

① 電動式による場合は、予備電源を設けること。 

② 開放時に必要なフック棒やハンドル等は、取り外しできないものを設けること。 

 

＜参考＞ 

［建築物の防火避難規定の解説２０２５］Ｐ８０ 

［建築設備設計・施工上の運用指針２０２４年度版］Ｐ１０５ 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２６条の６（設置） 

 

 非常用進入口を設ける３階以上の階について 

 

 

 「３階以上の階」とは、避難階から数えた階ではなく、地上３階以上の階のことである。 

 下図のような傾斜地に建つ建築物の場合、非常用の進入口（又は代替進入口）の設置箇所は、下図のと

おりとする。 

 

 
 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 



奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 39 - 

法第３５条（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準） 

 

 令第１２８条（敷地内の通路） 

 

 敷地内の通路について 

 

 

 「敷地内の通路」は、敷地内の屋外に設けるのが原則である。 

 ただし、次に掲げる要件を満たし、かつ、避難上支障がない場合には「敷地内の通路」に該当する。 

 

(1) 通路の有効幅員を１.５ｍ以上確保すること。 

(2) 保安上等の理由により、通路部分に扉等を設ける必要性がある場合にあっては、その扉等の有効幅 

 を１.５ｍ以上、有効高さを１.８ｍ以上とし、避難方向に開くこと。 

(3) 通路部分は、屋内部分と耐火構造の壁・床及び常時閉鎖式の防火設備で区画し、通路の壁及び天井 

 の下地、仕上げを不燃材料ですること。 

(4) 通路部分は、通路上に２階の床が突出しているものやピロティ等のように外気に十分開放されてい 

 ること。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ９月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３６条（この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準） 

 

 令第１１２条（防火区画） 

 

 防火区画を構成する床・壁の範囲について 

 

 

 構造上重要でない小ばり・胴縁・間柱は、これらの部材自体では主要構造部に該当しない。しかし、こ

れらの部材が床又は壁と一体となって防火区画を構成する場合には、防火区画を有効なものとするため、

主要構造部である床又は壁の一部に含まれるものとする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３６条（この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準） 

 

 令第１１２条（防火区画）第１８項 

 

 倉庫とその他の部分（管理事務所等）との異種用途区画について 

 

 

 異種用途区画を必要とする倉庫のある建築物においては、倉庫と管理事務所等のその他の部分（局部的

な便所等を除く。）とを異種用途区画する必要がある。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第３６条（この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準） 

 

 令第１１４条（建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁）第２項 

 

 防火上主要な間仕切壁の範囲について 

 

 

 防火上主要な間仕切壁の範囲は、火災時に人々が安全に避難できること、火災の急激な拡大を抑えるこ

と等を目的に一定単位ごとの区画及び避難経路とその他の部分との区画をするものである。 

「防火避難規定の解説２０２５」Ｐ１２９に掲載されている範囲に加え、ロ欄に記載されている病院・診

療所・児童福祉施設等、ホテル・旅館、下宿及び寄宿舎の避難経路と居室を区画する壁については防火上

主要な間仕切壁とすること。 

 

 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４２条（道路の定義） 
 

 第２項 

 

 崖地、川、線路敷地その他これらに類するものについて 

 

 

(1)  ただし書き中の「崖地」とは、道からの高さ又は道までの高さが２ｍを超える崖とし、擁壁を含む。 

   一方後退の方法は、下図のとおりとする。 

 

 

(2)  ただし書き中の「川」とは、幅が１．８ｍ以上の、河川法に基づく河川（準用河川を含む。）及び公

共の用に供する水路で公的な管理に属するもの（吉野川分水等を含む。）とする。 

    一方後退の方法は、下図のとおりとする。 

 

 

 

 

(3) 同項に規定する道の両側に同項ただし書き中の「崖地、川、線路敷地その他これらに類するもの」 

   が存する場合、当該道の中心からの水平距離が２ｍの線をその道路の境界線とみなす。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４４条（道路内の建築制限） 

 

 令第１４５条（道路内に建築することができる建築物に関する基準等） 

 

 アーケードに面して建築する場合の留意事項について 

 

 

 アーケードに面して建築する場合、次の各号に適合すること。 

 

(1) 道路の一側又は両側に設けるアーケードに面した建築物の場合 

 ① アーケードに面する建築物（以下「側面建築物」という。）のうち防火上主要な位置にある外壁及

び軒裏（側面建築物の道路に面する面のほか、街区の防火区画的な意味で必要と認められる側面建築

物の隣地境界線に面する面の一部も含む）を、防火構造とすること。 

 ② 側面建築物が木造である場合、アーケードを支持する柱等を支持しないこと。 

 ③ 窓等は、避難の妨げとなるアーケードを支持する柱等がない位置に設置すること。 

 

(2) 道路の全面又は大部分をおおうアーケードに面した側面建築物の場合 

  (1)の②、③に適合する外、側面建築物の延焼のおそれのある部分にある外壁及び軒裏は、防火構造 

 とし、かつ、それらの部分にある開口部には令第１０９条に規定する防火設備を設けること。なお、こ

の場合敷地とアーケードを設置する道路との境界線は隣地境界線とみなす。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 

 用途地域の規定における床面積の制限について 

 

 

 法別表第二において各用途に供する部分の床面積の制限が示されている場合、当該床面積の制限は同一

敷地内における建築物の当該用途に供される部分の床面積の合計に対して適用される。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 

 商品である自動車を展示する建築物の用途について 

 

 

 商品である自動車を展示する建築物は、自動車車庫に該当しない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 

 屋外で物品を販売し、これらの事務を処理するための建築物について 

 

 

 屋外で物品を販売し、同一敷地内にこれらの事務を処理するための建築物がある場合、当該建築物の用

途は「物品販売業を営む店舗」に該当する。 

 また、「物品販売業を営む店舗」の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の床面積とする。 

 

 

＜例示＞ 

 植木等を屋外で販売し、同一敷地内にこれらの事務を処理するための建築物がある場合、当該建築物は

「物品販売業を営む店舗」に該当する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 
 

 別表第二 

 

 工場について 

 

 

 工場に関する法第４８条の適用は、次のとおりとする。 

 

(1) 倉庫において仕分、包装、荷造等の作業を行う場合、当該作業を行う部分は工場に該当する。 

 

 (2) 廃品から新たに製品や原料を製造するリサイクル施設は工場に該当する。 

 

 (3) 工業学校、工業試験場、機械工養成所等の生産等を目的としない作業を行うものは工場に該当 

しない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 法別表第二、令第 130 条の 5 の 2 第 1 項第 3 号 

 

コインランドリーの作業場の範囲について 

 

 

 

 コインランドリーの作業場の範囲は、①～④とする。なお、待ち合いスペース（ハッチング部）は、間

仕切り壁等で区切られておらず区分が明確でない場合、コインランドリー利用者が実質的に作業する範囲

に着目し、実態に応じて判断する。 

 

① コインランドリー利用者が衣服をたたんだり、袋に詰めたりするスペース 

② 利用者が衣類洗濯機・乾燥機に衣類などを出し入れするスペース 

③ 衣類洗濯機・乾燥機の部分 

④ 施設管理者が衣類洗濯機・乾燥機の保守点検を行うスペース（バックヤード） 

   

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第２号 

 令第１３０条の３（第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅） 

 

 長屋住宅で店舗等を兼ねるものについて 

 

 

 長屋住宅は、用途規制上、住宅に該当するので、店舗等を兼ねるもので次の各号に該当するものは、別

表第２（い）項第２号に掲げる兼用住宅に該当する。 

 

(1) 建築物の延べ面積の２分の１以上を居住の用に供すること。 

(2) 非住宅の部分の用途に供する部分の床面積の合計が長屋建住宅全体で５０㎡以下であること。 

(3) 住宅の部分と非住宅の部分が構造的にも機能的にも一体となっていて用途的に分離しがたいもの。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第２号 

 令第１３０条の３（第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅）第２号 

 

 日用品の販売を主たる目的とする店舗について 

 

 

 花木、園芸用品等の店舗は、広域的なサ－ビスを目的とするものではなく、当該住宅地における近隣住

民サ－ビスを目的としたものであり、住環境を害する施設でないことなどから、「日用品の販売を主たる

目的とする店舗」に該当する。 

 ただし、屋外で大規模に花木等を展示販売する店舗は該当しない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第６号 

 

 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するものについて 

 

 

 「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」に該当するものは、住居のための施設

としての継続的入所施設、近隣住民に必要不可欠な通園施設であり、その具体例は以下のとおりである。 

 

(1) 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護 

  老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム 

 

(2) 児童福祉法に規定する保育所（無認可施設を含む。）、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、 

  障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設 

 

(3) 生活保護法に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設 

 

(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設 

 

(5) 更生保護事業法に規定する更生保護事業に係る施設 

 

(6) 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設及び福祉ホーム 

 

※上記は具体例であり、上記に記載の無い施設については、利用形態に応じた判断を行う 

  

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第７号 

 

「スーパー銭湯」の第１種低層住居専用地域内での立地について 

 

 

 次のいずれにも該当する場合は、立地できるものとする。 

 

(1) 公衆浴場法に基づく許可を受けていること。ただし、風営法による「個室付き浴場」は除く。  

 

(2) 公衆浴場に付属する施設（休憩・飲食・厨房・マッサージ・理髪等）全体の床面積は、５０㎡以下で

あること。  

 

(3) 銭湯の規模は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設であるとい

うことや、第１種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害する恐れがないものであることから

判断し適当であること。  

 

 

＜制定年月日＞平成２０年１２月 ４日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、第２項（第二種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第１０号 

 

 一戸建ての住宅に附属する農業のための納屋について 

 

 

 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における一戸建ての住宅に附属する農業のため

の納屋で次の各号に該当するものは、別表第二（い）項第１０号に該当する。 

 

(1) 主として収納の用途に供するものであること。 

 

(2) 納屋の床面積は、同一敷地内にある建築物の延べ面積の１／２、かつ、５０㎡を超えないこと。 

   なお、納屋の床面積には自動車車庫部分を含まないものとする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第５項（第一種住居地域）、別表第二（ほ）項第２号 

 

 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類する 

 ものについて 

 

 

 「その他これらに類するもの」には、ゲームセンターなど射幸心をそそるおそれのある営業を営む施設

が該当する。 

 

 

＜例示＞ 

 モーターボート競争法に規定する場外発売場 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 令第１３０条の９（危険物の貯蔵又は処理に供する建築物）第１項 

 

 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物について 

 

 

(1) 令第１３０条の９第１項「数量」とは、当該危険物の貯蔵又は処理に供する建築物において取り扱う 

  危険物の瞬間における最大停滞量（貯蔵又は処理に供する建築物の中（機械、管を含む）に存置する 

 ことのできる危険物の最大数量）による。                                                  

(2) 液化プロパンガスは、令第１３０条の９第１項の表中の「液化ガス」に該当する。また、その詰替 

  え作業は処理に該当する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１１項（準工業地域）、別表第二（る）項第１号（７） 

 

 引火性溶剤を用いるゴム製品の製造について 

 

 

 「引火性溶剤を用いるゴム製品の製造」とは、引火性溶剤を用いてゴムそのものを溶かして製品を製造

することであり、接着用等に引火性溶剤を使用することではない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５２条（容積率） 

 

 第９項 

 令第１３５条の１８（容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値） 

 

 特定道路に接続する前面道路の幅員が変わる場合について 

 

 

 前面道路の幅員が変わる場合の法第５２条第９項の適用は次のとおりとする。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 

第９項の適用はない。 
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法第５２条（容積率） 

 

 第９項 

 令第１３５条の１８（容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値） 

 

 特定道路からの延長に応じて定める数値と当該数値を加える前面道路の幅員について 

 

 

 「法第５２条第９項の政令で定める数値（Ｗａ）」を算定する際の「前面道路の幅員（Ｗｒ）」と、当該

数値を加える「前面道路の幅員（Ｗｒ）」は同一である。 

 

 
 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 



   

奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 60 - 

法第５３条（建蔽率） 

  

 第３項第２号 

 昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号 第１号 

 昭和４９年４月８日付け奈良市告示第 ９５号 第１号 

 平成 ３年４年１日付け橿原市告示第 １７号 第１号 

 平成 ６年４月１日付け生駒市告示第 ５０号 第１号 

 

 

 内角１２０度の測定について 

 

 

街区の角にある敷地について、告示で指定した内角１２０度以下については、道路が屈曲する角（図１）

又は交わる角（図２）の道路中心線の内角を測定することとする。 

 

 

図１                     図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

［昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による建築面積に対する割合を緩和することができる敷地指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による建築面積の敷地面積に 

対する割合を緩和することができる敷地を次のように指定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［昭和４９年４月８日付け奈良市告示第９５号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［平成３年４月１日付け橿原市告示第１７号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 
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  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を次のとおり指定 

する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［平成６年４月１日付け生駒市告示第５０号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５３条（建蔽率） 

  

 第３項第２号 

 昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号 第２号 

 昭和４９年４月８日付け奈良市告示第 ９５号 第２号 

 平成 ３年４年１日付け橿原市告示第 １７号 第２号 

 平成 ６年４月１日付け生駒市告示第 ５０号 第２号 

 

 公園、広場、河川その他これらに類するものについて 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

  以下「公園等」という。）は、「公園、広場、河川その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に 

 属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み、道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉 

 野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の公園等として本規定を適用する。 

 

(3) 前面道路の反対側に公園等がある場合及び敷地が接する公園等の反対側に道路がある場合は、当該 

  道路は公園等に含まれるものとする。 

 

(4) 「前号に準ずると認められるもの」とは、第１号中の「道路」とあるのを「道路又は公園等」と読 

  み替えた場合に第１号の規定に適合するものをいう。 

 

 

＜参考＞ 

［昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による建築面積に対する割合を緩和することができる敷地指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による建築面積の敷地面積に 

対する割合を緩和することができる敷地を次のように指定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［昭和４９年４月８日付け奈良市告示第９５号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 
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［平成３年４月１日付け橿原市告示第１７号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を次のとおり指定 

する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［平成６年４月１日付け生駒市告示第５０号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５４条（第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離） 

 

 第１項 

 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面について 

 

 

 「建築物の外壁又はこれに代わる柱の面」は、下図の場合▲  ▼部分とする。 

 

                             （注）図にある敷地境界線のみから外壁の後退距離に対する制限を受けており、 

                                その他の敷地境界線からは、十分な距離が確保されているものとする。 

(1) 自動車車庫等の場合 

 

 

 

 (2) 玄関ポーチ等でその部分が１本柱又は袖壁のみでできている場合 
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(3) 出窓の場合 

 

 

 

 

 

 

(4) バルコニー、ベランダ、廊下又は階段で柱及び壁を有さない部分の場合 
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 (5) 附属の地下式の自動車車庫の場合 

   次の①～④のすべてに該当する附属の地下式の自動車車庫部分は、「建築物の外壁又はこれに代わる 

  柱の面」がないものとする。 

   なお、自動車車庫部分とそれ以外の部分の相互の位置関係は問わない。 

 

①  床面から地盤面（当該部分の周囲が地盤に接する位置又は独立した建築物であると想定したとき 

地盤に接すると想定される位置の平均の高さにおける水平面をいう。）までの高さが、その天井の

高さの１／３以上あるもの。 

②  床面積が５０㎡以下であるもの。 

③  自動車車庫部分とそれ以外の部分が屋内的につながっていないもの。 

④   隣地境界線に面した外壁の後退距離の限度に満たない距離に、当該隣地境界線に面した開口部が 

無いもの。 

 

 

   ＜④の適合例＞ 

 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５４条（第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離） 

 

 第１項 

 令第１３５条の２２（第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和） 

 

 外壁の後退距離に対する制限の緩和について 

 

 

(1) 第１号中の「長さの合計３ｍ以下」の長さ（Ｌ）は下図により測定する。 

 

 

 

(2) 第２号中の「物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、床面積の合計

が５㎡以内であること」の部分は下図のとおりである。 
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 〔注釈〕 

    1)「物置その他これに類する用途」は、自動車車庫、自転車置場、家畜等の小屋等とする。 

    2)「下屋」とは本屋から差しかけてつくり出した小屋根の部分で、本屋との空間が別であり、本屋の外部からのみ使用  

      可能とした構造であること。 

    3)玄関ポーチ、テラス等は、その用途が物置でないので、第２号による緩和の適用を受けることができない。 

 

(3) 第１号及び第２号の緩和は、両方同時に適用することができる。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 



奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 69 - 

法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 

 後退距離の算定について 

 

 

 「後退距離」は、建築物（地盤面下の部分及び令第１３０条の１２で定める部分を除く。）から前面道

路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいい、壁、柱、軒、庇、バルコニー、出窓、屋外階段等も

含めた建築物全体のうち道路に最も近い点で、前面道路ごとに敷地単位で算定する。 

 なお、同様に令第１３０条の１２第１号ハに規定する道路からの１ｍ後退についても同様の点で算定す

る。 

 

 

＜例示＞ 

(1) 前面道路が２本ある場合 

   図１の場合、前面道路Ａに対する後退距離はａ、前面道路Ｂに対する後退距離はｂとなる。 

 
 

(2) 前面道路の幅員が異なる場合 

   図２、図３の場合、前面道路がＡ、Ｂ２本あるものとみなしたとき、前面道路Ａに対する後退距離 

 はａ、前面道路Ｂに対する後退距離はｂとなる。 
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 (3) 路線状の敷地等の場合 

    図４の場合、敷地全体について道路斜線を適用するときの前面道路に対する後退距離はａとなる。 

   隣地斜線を適用するときの、道路斜線を適用する部分についての後退距離はｂとなる。 

   図５の場合、前面道路に対する後退距離はａとなる。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例） 

 

 前面道路の路面に勾配がある場合の高さの算定方法について 

 

 

 第１号イの軒高さ２.３ｍ以下、第２号の高さが５ｍ以下、第６号高さが１.２ｍ以下の各高さについて、

前面道路の路面に勾配がある場合の算定は、下図のようになる。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項  

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第１号 

 

 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分について 

 

 

 「物置その他これに類する用途に供する建築物の部分」は、自転車置場、自動車車庫、機械室、プロパ

ン庫等とする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第１号 

 

 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さ 

 で除した数値等について 

 

 
 「敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さ」は、次による。 

 

(1) 前面道路が屈曲している場合は、道路に接する敷地の両端間の距離とする。 

 
 

 (2) 前面道路が２以上ある又は屈折している場合で、当該道路が交差し又は屈折する箇所に隅切りが設

けられているときは、当該部分を含むものとする。 

 

 
(3) 前面道路と敷地の間の一部に当該敷地以外の部分がある場合は、当該部分は除くものとする。 

 
 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項  

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第２号 

 

 ポーチその他これに類する建築物の部分について 

 

 

 「ポーチその他これに類する建築物の部分」とは、建築物の玄関等に設けられるもので壁等に囲まれて

いないものをいい、車寄せ等は含まれるが、玄関以外に設けられる通常の庇等は含まれない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項、第４項  

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第３号 

 

 網状その他これに類する形状について 

 

 

 「網状その他これに類する形状」とは、金網で造られているなど採光、通風等の道路上の環境に支障が

ないものをいう。 

 

 

＜例示＞ 

 下図のように１.２ｍを超える部分の一部がコンクリートブロック等で造られている場合、当該部分は

「網状その他これに類する形状」に該当しない。 
                                                                

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第６号 

 

 掘込車庫について 

 

 

 掘込車庫が地盤面下にある場合（図１）及び前面道路の路面の中心からの高さが１.２ｍ以下である場合

（図２）は、「建築物の部分で高さが１.２ｍ以下のもの」に該当する。 

 

 
 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第６項 

 令第１３４条（前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合）第１項  

 

 公園、広場、水面その他これらに類するものについて 

 

 前面道路をはさんで高架の道路又は線路敷がある場合の前面道路の路面の高さ及び反対側の境界線 

について 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

 以下「公園等」という。）は、「公園、広場、水面その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に 

属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の公園等として本規定を適用する。 

 

(3) 前面道路をはさんで高架の道路又は線路敷（以下「高架の道路等」という。）がある場合の前面道路 

  の路面の高さ及び反対側の境界線については、下図のとおりとする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第６項 

 令第１３５条の３（隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和）第１項第１号 

 

 公園（都市公園法施行令（昭和３１年制令第２９０号）第２条第１項第１号に規定する都市公園 

 を除く。）、広場、水面その他これらに類するものについて 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

  以下「公園等」という。）は、「公園（都市公園法施行令（昭和３１年制令第２９０号）第２条第１ 

  項第１号に規定する都市公園を除く。）、広場、水面その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園（昭和３１年制令第 

  ２９０号）第２条第１項第１号に規定する都市公園を除く。）及び緑地で公的な管理に属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

  

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の公園等として本規定を適用する。 

 

 

＜制定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第６項 

 令第１３５号の４（北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和）第１項第１号 

 

 水面、線路敷その他これらに類するものについて 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

 以下「水面等」という。）は、「水面、線路敷その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ② 公共の用に供する道（緑道を含み道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ③ 里道 

 ④ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の水面等として本規定を適用する。 

 

(3) 隣地境界線に接する水面等の反対側に道路がある場合は、その隣地境界線は、当該道路の反対側に 

  あるものとみなす。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条の２（日影による中高層の建築物の高さの制限） 

 

 法第５６条の２第 1 項 

 

 日影により制限を受ける建築物について 

 

 

法第５６条の２第 1 項の日影規制は、建築設備を含んだ建築物（法第２条第１号）がその適用を受ける。 

 したがって、建築物の屋上部分にあるものが、高さの対象とならない場合であっても、高さの対象とな

らない部分の影も日影図に表す必要がある。 

 

 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

＜参考＞ 

［建築基準法質疑応答集（第３巻）］ｐ５１８４ 第五六条の二関係 屋上突出物の日影 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条の２（日影による中高層の建築物の高さの制限） 

 

 第３項 

 令第１３５号の１２（日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等）第３項第１号 

 

 道路、水面、線路敷その他これらに類するものについて 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

  以下「道路等」という。）は、「道路、水面、線路敷その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 道路 

 ② 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ③ 公共の用に供する道（緑道を含み道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ④ 里道 

 ⑤ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の道路等として本規定を適用する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条の２（日影による中高層の建築物の高さの制限） 

 

 第４項、第５項、別表第四 

 令第１３５条の１３（建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置） 

 

 日影により制限を受ける建築物について 

 

 

 

(1) 建築物が対象区域に日影を生じさせる場合（法第５６条の２第４項） 

 
 

(2) 建築物が対象区域の内外にまたがる場合（法第５６条の２第５項、令第１３５条の１３） 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条の２（日影による中高層の建築物の高さの制限） 

 

 

 日影規制に係る確認申請添付図書、日影図作成における標準緯度等について 

 

 

 法第５６条の２第１項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物の確認申請書に添付する図書

は、原則として下記によるものとする。 

 

(1) 方位（真北）の測定について 

 

   日影規制では、方位を正確に求めることが第一の基本的事項となる。従来の北側斜線制限において 

   は、磁石による測定（磁北からの補正したものを真北とする。）等が用いられてきたが、この方法は磁 

   石が周囲の鉄分によって影響を受けるなど信頼度の高いものではない。日影規制の場合には、方位の 

   精度が基準の適否に大きな影響を及ぼすので、方位（真北）の測定については、より正確な方法が必 

   要とされる。 

   その方法としては、次のようなものがあげられる。 

     １．日影による測定 イ．南中時刻における鉛直棒の日影による 

               ロ．日時計による 

     ２．北極星位置による測定 

     ３．地図上の目標物点による測定 

       ４．国土地理院の基準点による測定 

       ５．ジャイロコンパスによる測定 

   上記５種類程度考えられるが、簡便かつ誤差の生じにくい方法として１の日影による測定により真 

   北を測定することを原則とする。 

 

 ① 日影による測定 

  １）南中時刻における鉛直棒の日影による測定 

   １．経度差による時差は 

      ｔｍ－ｔｓ＝｛（Ｌ－135°）／15｝×60 分 

        ｔｍ：測定地点の平均太陽時 

        ｔｓ：中央標準時 

        Ｌ ：測定地点の経度 

   ２．次に均時差ｅについては理科年表による。 

     （日影規制の手引き P94､95 付表２参照） 

     上記により測定地点における南中時の真太陽時を求め、その時刻の鉛直棒の影の方向が真北で 

   ある。（日影規制の手引き P79～ (1)太陽の南中時刻を利用する方法） 

  ２）日時計による測定 

   太陽が照っていれば何時でも測定できる。（日影規制の手引き P82～ (1)日時計による測定参照） 

 

 ② 日影図作成における標準緯度等について 

   日影規制では、個々の建築敷地における日影によるものであることが望ましいが、実際にこれを作 

   図することは、実務上非常に不合理である。 

   そこで、標準的な緯度で作図することとする。 

   奈良県の位置（別添資料参照）について調べると 北緯 33 ﾟ 52'～ 34 ﾟ 47'である。 

   原則として、 

      北緯 34 ﾟ 30'より南側については、北緯 34 ﾟ 30' 

      北緯 34 ﾟ 30'より北側については、北緯 35 ﾟ 00' 

     （北緯 34 ﾟ 00'より南側については、都市計画区域外のため不要） 
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  の標準緯度により、時間日影図及び等時間日影図等を作図する。 

   ただし、コンピュータ等で任意の緯度で作成できる場合は、建築敷地の緯度の算定方法について詳 

   細に記載した上で、その緯度以北の緯度で作図することは可能である。 

 

    資料：奈良県の位置 

         北緯  33 ﾟ 52'(十津川村) ～  34 ﾟ 47'(生駒市高山) 

         東経 135 ﾟ 32'(野迫川村) ～ 136 ﾟ 14'(御杖村) 

       庁舎所在地の位置 

場 所 北緯 東経 場 所 北緯 東経 

県   庁 34 ﾟ 41' 135 ﾟ 48' 斑 鳩 町 34 ﾟ 36'  

奈 良 市 34 ﾟ 41'  安 堵 町 34 ﾟ 36'  

大和高田市 34 ﾟ 31'  川 西 町 34 ﾟ 35'  

大和郡山市 34 ﾟ 39'  三 宅 町 34 ﾟ 34'  

天 理 市 34 ﾟ 37'  田 原 本 町 34 ﾟ 33'  

橿 原 市 34 ﾟ 31'  高 取 町 34 ﾟ 27'  

桜 井 市 34 ﾟ 31'  明 日 香 村 34 ﾟ 28'  

五 條 市 34 ﾟ 21'  上 牧 町 34 ﾟ 33'  

御 所 市 34 ﾟ 27'  王 寺 町 34 ﾟ 35'  

生 駒 市 34 ﾟ 41'  広 陵 町 34 ﾟ 32'  

香 芝 市 34 ﾟ 32'  河 合 町 34 ﾟ 34'  

葛 城 市 34 ﾟ 29'  吉 野 町 34 ﾟ 24'  

宇 陀 市 34 ﾟ 31'  大 淀 町 34 ﾟ 23'  

平 群 町 34 ﾟ 37'  下 市 町 34 ﾟ 22'  

三 郷 町 34 ﾟ 35'     

 

(2) 日影規制に係る確認申請添付図書作成要領 

 

   法第５６条の２第１項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物の確認申請書に添付する 

   図書は、原則として下記に基づいて作成することとする。 

   日影図 

 ① 縮尺：1／100、1／200、1／400、1／500 のいずれかとし、別の図書に分けて作成する場合は同一の 

   縮尺とすること。 

 ② 方位：正確な測定方法によること。 

  ・測定方法を記載すること。 

  ・方位線は、長く記入すること。 

   （磁石による測定による場合は参考程度にとどめ他の方法により測定すること。） 

 ③ 敷地境界線：現地でその位置を確認したものであること。 

 ④ 建築物の位置：建築物の各部分を水平投影したものであること。（外壁面の中心でないことに注意） 

 ⑤ 建築物の各部分の平均地盤面からの高さ：建築物の各部分の平均地盤面からの高さを記載すること。

建築設備についても記載の必要がある。 

 ⑥ 測定線：敷地が道路、水路、線路敷地等に接する場合の緩和を適用する場合は、当該道路等の位置 

   及び幅員並びに緩和によるみなし敷地境界線の位置を記入のこと。 

  ・日影に影響のない測定線（南側等）は省略してもよい。 

 ⑦ 日影図：作図方法を記載すること。 

  ・建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から１時間ごとに午後４時までの各時刻に測定水平面上 

  に生じさせる日影の形状を明示すること。 

 ⑧ 測定線上の主要点に生じさせる日影時間：作図方法を記載すること。 

  ・建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時までの間に測定線上の主要な点に生じさせ 

  る日影時間を明示すること。 
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  ・各主要な点における日影時間は一覧表にして記載のこと。 

  ・主要な点を決めるにあたっては、基準の適否を判定する上で適切な点を選定する。 

 ⑨ 水平面に生じさせる日影の等時間日影線：作図方法を記載すること。 

  ・建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時までの間に測定水平面上に生じさせる日影 

  についての等時間日影線を明示すること。 

  ・日影図の交点補完により等時間日影線を作図する場合には、当該日影図における各時刻の日影の形 

  状を細線等により明示すること。 

  ・少なくとも対象区域の規制値による等時間日影線を明示すること。 

 ⑩ 日影の基準とする緯度：⑦、⑧、⑨の図書の作成については、原則として北緯 35 ﾟ 00'（北緯 34 ﾟ

30'より南側の地域については、北緯 34 ﾟ 30'）における日影を基準とすること。 

 ⑪ 建築物の凹部を包絡線によって近似させる等建築物の形態を単純化させる場合：立面図、平面図等 

   により、その近似方法を明示すること。 

  ・④、⑤、⑥、⑦の図書作成にあたっては、すべて近似した形態で作成すること。 

 ⑫ 隣地等との土地の高低差による緩和を適用する場合：緩和を適用する隣地等の敷地境界線及び当該 

   敷地内における建築物の位置（建築物のない場合は土地の境界線のみ可）を明示し、当該建築物が周 

   囲の地面と接する位置の高さについて立面展開図、土地の高低についての断面図又は、等高線図等に 

   より当該隣地等の地盤面（建築物のない場合は地表面）の位置及び計画建築物の敷地の平均地盤面と 

   の高低差を明示すること。 

  ・⑥、⑦、⑧、⑨の図書作成については、緩和を受ける測定水平面上のものとする。 

 ⑬ 建築物の日影が規制値の違う対象区域に生じる場合：規制値の違う区域の境界線を明示すること。 

 ⑭ 建築物の日影が測定水平面の異なる対象区域に生じる場合：測定水平面の異なる対象区域の境界線 

   を明示すること。 

  ・⑥、⑦、⑧、⑨の図書作成については、それぞれの測定水平面上のものとすること。 

 ⑮ 建築物の日影が対象区域内に生ずる場合：日影規制の基準に適合することが明らかな場合を除き、 

   当該対象区域にあるものとして日影図を作成し区域の境界線を明示すること。 

 ⑯ 区域の境界線のずれが適否に直接影響する場合： ⑬、⑭、⑮の場合で境界線のずれが適否に直接 

   影響を及ぼす時は、市町村の明示を受けること。 

 ⑰ その他 

  ・敷地内の土地に高低差がある場合については、断面図、等高線図等（建築物の位置を記入）又は立 

  面展開図を明示し平均地盤面の高さの算定式を記載すること。 

  ・増改築工事の確認申請書については、すべての既存建築物についての高さを記載すること。 

   ただし、日影規制の適用を受けないこと等が明らかな場合はこの限りではない。 

  ・既存不適格建築物の増改築は、例外許可等により日影規制の規定を適用する。 
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    参考資料 
                         太  陽  の  位  置                    緯度 ３５゜００’ 
 
        時刻（Ｚ）  太陽高度（Ｈ）   太陽方位角（Ａ） 影の倍率（Ｒ）   （Ｘ）         （Ｙ） 
                  8.00          8 ﾟ 28'           -53 ﾟ 26'           6.705         -5.385          3.993 
                   .10         10 ﾟ 06'           -51 ﾟ 48'           5.608         -4.407          3.467 
                   .20         11 ﾟ 42'           -50 ﾟ 07'           4.827         -3.704          3.094 
                   .30         13 ﾟ 14'           -48 ﾟ 23'           4.245         -3.174          2.818 
                   .40         14 ﾟ 45'           -46 ﾟ 36'           3.794         -2.757          2.606 
                   .50         16 ﾟ 13'           -44 ﾟ 47'           3.435         -2.419          2.437 
                  9.00         17 ﾟ 38'           -42 ﾟ 53'           3.143         -2.139          2.302 
                   .10         19 ﾟ 01'           -40 ﾟ 57'           2.901         -1.901          2.190 
                   .20         20 ﾟ 19'           -38 ﾟ 58'           2.699         -1.697          2.098 
                   .30         21 ﾟ 35'           -36 ﾟ 54'           2.527         -1.518          2.020 
                   .40         22 ﾟ 47'           -34 ﾟ 48'           2.379         -1.358          1.953 
                   .50         23 ﾟ 55'           -32 ﾟ 38'           2.253         -1.215          1.897 
                 10.00         24 ﾟ 59'           -30 ﾟ 24'           2.144         -1.085          1.849 
                   .10         25 ﾟ 59'           -28 ﾟ 06'           2.050         -0.966          1.808 
                   .20         26 ﾟ 55'           -25 ﾟ 46'           1.968         -0.855          1.772 
                   .30         27 ﾟ 46'           -23 ﾟ 20'           1.898         -0.752          1.742 
                   .40         28 ﾟ 33'           -20 ﾟ 55'           1.837         -0.656          1.715 
                   .50         29 ﾟ 14'           -18 ﾟ 25'           1.786         -0.564          1.694 
                 11.00         29 ﾟ 50'           -15 ﾟ 53'           1.742         -0.476          1.675 
                   .10         30 ﾟ 21'           -13 ﾟ 18'           1.707         -0.392          1.661 
                   .20         30 ﾟ 47'           -10 ﾟ 40'           1.678         -0.311          1.648 
                   .30         31 ﾟ 07'           - 8 ﾟ 02'           1.656         -0.232          1.639 
                   .40         31 ﾟ 21'           - 5 ﾟ 22'           1.640         -0.153          1.632 
                   .50         31 ﾟ 30'           - 2 ﾟ 41'           1.631         -0.077          1.629 
                 12.00         31 ﾟ 33'             0                1.628          0              1.628 
                   .10         31 ﾟ 30'             2 ﾟ 41'           1.631          0.077          1.629 
                   .20         31 ﾟ 21'             5 ﾟ 22'           1.640          0.153          1.632 
                   .30         31 ﾟ 07'             8 ﾟ 02'           1.656          0.232          1.639 
                   .40         30 ﾟ 47'            10 ﾟ 40'           1.678          0.311          1.648 
                   .50         30 ﾟ 21'            13 ﾟ 18'           1.707          0.392          1.661 
                 13.00         29 ﾟ 50'            15 ﾟ 53'           1.742          0.476          1.675 
                   .10         29 ﾟ 14'            18 ﾟ 25'           1.786          0.564          1.694 
                   .20         28 ﾟ 33'            20 ﾟ 55'           1.837          0.656          1.715 
                   .30         27 ﾟ 46'            23 ﾟ 20'           1.898          0.752          1.742 
                   .40         26 ﾟ 55'            25 ﾟ 46'           1.968          0.855          1.772 
                   .50         25 ﾟ 59'            28 ﾟ 06'           2.050          0.966          1.808 
                 14.00         24 ﾟ 59'            30 ﾟ 24'           2.144          1.085          1.849 
                   .10         23 ﾟ 55'            32 ﾟ 38'           2.253          1.215          1.897 
                   .20         22 ﾟ 47'            34 ﾟ 48'           2.379          1.358          1.953 
                   .30         21 ﾟ 35'            36 ﾟ 54'           2.527          1.518          2.020 
                   .40         20 ﾟ 19'            38 ﾟ 58'           2.699          1.697          2.098 
                   .50         19 ﾟ 01'            40 ﾟ 57'           2.901          1.901          2.190 
                 15.00         17 ﾟ 38'            42 ﾟ 53'           3.143          2.139          2.302 
                   .10         16 ﾟ 13'            44 ﾟ 47'           3.435          2.419          2.437 
                   .20         14 ﾟ 45'            46 ﾟ 36'           3.794          2.757          2.606 
                   .30         13 ﾟ 15'            48 ﾟ 23'           4.245          3.174          2.818 
                   .40         11 ﾟ 42'            50 ﾟ 07'           4.827          3.704          3.094 
                   .50         10 ﾟ 06'            51 ﾟ 48'           5.608          4.407          3.467 
                 16.00          8 ﾟ 28'            53 ﾟ 26'           6.705          5.385          3.993 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８６条の７（既存の建築物に対する制限の緩和） 

 

 

 土地区画整理事業の施行による換地に伴う、既存不適格建築物について 

 

 

 土地区画整理事業の施行による換地により、建築物の敷地の位置が変更される場合、土地区画整理法で

は従前の宅地とみなされるが、建築基準法においては建築物の一の敷地から他の敷地に変更することにな

るので、換地処分後の宅地に新たに建築される建築物は、建築基準法第３条第２項の規定は適用できない。

したがって、既存の建築物に対する制限の緩和を受けることもできない。（法第３条第２項の規定により

建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について令第１３７条の１６で定める範囲内において移転す

る場合を除く。） 

 

 

＜参考＞ 

［土地区画整理法（昭和２９年５月２０日法律第１１９号）］（抄） 

 （定義） 

 第２条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整 

  備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質 

  の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 

 ２～５ （略） 

 ６ この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地 

  以外の土地をいう。 

  （以下略） 

（土地区画整理事業の施行） 

 第３条 （略） 

（換地処分の効果） 

 第１０４条 前条第４項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公 

  告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従 

  前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 

  （以下略） 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（工作物への準用） 

 

 第１項 

 

 都市計画区域外の工作物の申請について 

 

 

 工作物の申請は必要である。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（ 工作物への準用 ） 

 

第１項、令第１３８条第１項 

 

工作物の高さについて 

 

 

① 擁壁の高さ 

  下図Ｈとする。 

 

 
 

  原則として、土圧を受ける高さとする。 

 

② 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、サイロ等の高さ 

  下図Ｈとする。 

  

 

 

 

 鉄筋コンクリート造等の柱は、柱本体の高さとし、小規模なアンテナ等の付属物及び付属物を支える支

柱は高さに含めない。ただし、柱本体の高さを抑える為に、故意に付属物を支える支柱を構造上分離させ

ている場合を除く。 

サイロについては、メンテナンス用等の足場、配管等は高さに含まない。 
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③ 広告板の高さ 

  下図Ｈとする。 

 

 

 

 建築物又は工作物への取付けの位置に関わらず、当該広告物等（ブラケット等の支持部を含む。）の上

端から下端までの垂直方向の長さとする 

 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（工作物への準用） 

 

 第１項 

 令第１３８条第１項 

 

 擁壁・鉄柱等の工作物申請の申請件数について 

 

 

 擁壁・鉄柱等の工作物申請の申請件数は、次のとおりとする。 

 

(1) 擁壁 

 ① 構造が異なる場合は、それぞれ１件とする。 

   なお、構造が異なる場合とは、擁壁の構造（鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石 

  練積み造その他の練積み造等）が異なる場合、又は、構造形式（反Ｔ型擁壁、Ｌ型擁壁、反重力式擁 

  壁又は重力式擁壁等）が異なる場合をいい、高さの違いによるタイプ種別は問わない。 

 ② 構造及び構造形式が同じで、かつ、物理的に分離されていない擁壁は１件とし、２以上の宅地にま 

  たがっている場合でも１件とする。 

   なお、目地等で切れている場合であっても、物理的に分離されていない擁壁とみなす。 

 

(2) 鉄柱等 

   鉄柱等は１本で１件とするが、ゴルフ練習場等の鉄柱で、ブレース等などで構造的に一体化された 

  ものは１件とする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（工作物への準用） 

 

 第１項 

 令第１３８条（工作物の指定等）第１項第２号 

 

 神社の鳥居について 

 

 

 神社の鳥居で高さ１５ｍを超えるものは、「高さが１５ｍを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木

柱その他これらに類するもの」に該当する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（工作物への準用） 

 

 第１項 

 令第１３８条（工作物の指定等）第１項第５号、令第１４２条（擁壁） 

 平成１２年建設省告示第１４４９号第３ 

 

 確認申請（工作物）が必要な擁壁の構造基準について 

 

 

確認申請（工作物）が必要な擁壁の構造基準は、平成１２年建設省告示第１４４９号第３、宅地造成及

び特定盛土等規制法及び関連法令による他「宅地造成及び特定盛土等規制法に関する運用の手引き（技術

基準編）※１」によること。 

 

 

※１ 奈良市については、「奈良市宅地造成及び特定盛土等規制法に関する技術基準」によること。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（工作物への準用） 

 

 第１項 

 令第１３８条（工作物の指定等）第１項第５号 

 

 建築物を建築する目的以外で２ｍを超える擁壁を築造する場合の工作物申請の要否について 

 

 

 令第１３８条における工作物は、一般的に建築物の敷地内に設け、建築物と関係の深いもの、あるいは

建築技術者が設計することが多いと考えられるもので、かつ構造耐力上の検討を要するものを指定してい

ると考えられる。 

 これらの主旨を考慮すれば、建築物との関連のない「農業用耕作地に設ける擁壁」や他の構造規準等に

より構造耐力上の検討がなされている「道路擁壁」、「河川擁壁」、「砂防擁壁」、「鉄道・港湾擁壁」

等は建築主事による確認は必要ないものと考えられる。 

 以上のようなことから、既存の建築物があり敷地の安全性を確保するために築造する擁壁及び建築物を

建築する目的で築造する擁壁は、工作物申請を必要とし、青空駐車場のための造成等により擁壁を築造す

るような建築目的のない場合の擁壁の築造については、工作物申請を不要とする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（工作物への準用） 

 

 第１項、第２項 

 

 遊戯施設の移設に伴う確認申請について 

 

 

 法第８８条の規定は法第６条第１項を準用していることから、遊戯施設を移設する場合、遊園地等の同

一敷地内で移設した場合でも、確認申請が必要である。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第８８条（工作物への準用） 

 

 第２項 

 令第１３８条（工作物の指定等）第４項 

 

 製造施設等の工作物について 

 

 

 コンクリート、アスファルト・コンクリート等の粉砕で原動機を使用し処理を行い、車輪等を有する自

走式の装置について、次のいずれかに該当するものは「工作物」として取り扱う。 

 ただし、工事を施工するために現場内において、工事の期間中のみ設置されるものについては、「工作

物」に該当しない。 

 

(1) 杭、ピット等に固定されているもの、又は付帯設備が固定的に設置されているもの。 

(2) 同一敷地内で継続的に使用されているもの。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条（面積、高さ等の算定方法）第１項第１号 敷地面積 

 

 水路占用等を受けた場合の敷地面積の算定について 

 

 

 水路等の占用部分については、敷地面積には算入しない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条（面積、高さ等の算定方法）第１項第２号 建築面積 

 

 建築面積の算定について 

 

 

 建築面積の算定については、以下のとおりとする。 

 なお、原則として、建築面積と床面積との相関関係はない。よって、建築面積より床面積が大きくなる

場合、あるいは、建築面積が０㎡でも床面積が生じる場合が有り得ることとなる。 

 

(1) ポーチ等（柱又は壁がある場合） 

   軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線 

  から水平距離１ｍ以上突き出たものがある場合には、その軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類 

  するものの端から水平距離１ｍ後退した線により建築面積を算定する。 

   建築物の外壁又はこれに代わる柱が２方向のみで、これに囲まれた部分が明確でない場合は、その 

  軒等の長辺の先端から水平距離１ｍ後退した線により建築面積を算定する。 

 

 (2) 屋外階段 

 

 (3) 片流、Ｙ型等 
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 (4) 地 袋 

   床面積に算入される地袋については、建築面積にも算入する。 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条（面積、高さ等の算定方法）第１項第３号 床面積 

 

 床面積の算定方法等について 

 

 

 床面積の算定方法等については、次の(1)、（2）とおりとする。 

 なお、原則として、床面積と建築面積との相関関係はない。よって、床面積が建築面積より大きくなる

場合、あるいは、床面積が生じる場合でも建築面積が０㎡となる場合が有り得ることとなる。 

 

 (1)寄り付きについては、駐輪場等の屋内的な利用が行われる場合には、床面積に算入する。 

 

 

 

 (2) 下図の様に廊下相互が対面、又はロの字型に構成される廊下の場合、Ｌが２ｍ以上あれば吹きさら 

  しの廊下として床面積に算入しない。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条第１項第８号 

 

 小屋裏物置等の取扱いについて 

 

 

小屋裏物置等の取扱いについては、２０２２年度版「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」

（P.118～P.119）によるが、詳細な取扱いを下記に定める。 

 

(1)  建物用途について 

用途の制限は無い。 

 

(2)  小屋裏等に設ける窓等の開口部の面積の取扱いについて 

開口部の面積規制は無い。 

   

(3)  型式適合認定書がある場合について 

型式適合認定書で階数が定められている建築物については、取扱いによらず、その定められた階数

を適用する。 

 

(4)  余剰空間とは認められない例を以下に示す。 

例１～４に限らず、余剰空間と認められないこともあるので、必要に応じて特定行政庁に相談する

こと。 
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＜制定年月日＞平成１３年１１月２６日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条（面積、高さ等の算定方法）第２項 

 

 建築物と構造的に一体的な周壁を有するからぼり（ドライエリア）がある場合の地盤面の取り方に

ついて 

 

 

 建築物本体と一体的な周壁を有するからぼり等で次の 1)～3)のすべてに該当するものは、当該建築物及

び周壁の外側の部分を「周囲の地面と接する位置」とする。 

 

  1) からぼり等の周壁が建築物と構造的に一体であること。 

  2) からぼり等の周壁から建築物までの距離（ａ）が原則として２ｍ以内であること。 

  3) からぼり等の周壁から建築物までの距離（ａ）が周壁の高さ（ｂ）以下であること。 

 斜面地等において大規模な擁壁とともに設けるからぼり等の場合には、建築物が実際に接する地表面の

位置を「周囲の地面と接する位置」とする。 

 

  ＜解説＞ 

     確認申請時の現況地盤面よりも掘り込んだからぼりを建築物と一体的に設けた場合、ａ≦ｂかつ 

   ａ≦２ｍのときは建築物及びからぼりの周壁の外側の地面と接する位置を「周囲の地面と接する位 

   置」とする。 

 

 

 

 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
 



   

奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 104 - 

法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条（面積、高さ等の算定方法）第１項第６号 建築物の高さ 

 

 屋上に設置される建築設備等の高さの算定について 

 

 

 建築物の屋上に設置される高架水槽、クーリングタワー、キュービクル等規模の大きな設備類（以下「高

架水槽等」という。）については、建築設備である以上建築物の一部であり、令第２条第１項第６号ハ中

の「棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部」とみなすことは困難であるので、塔屋

と同様高さに算入するものとする。 

 また、屋上に設置される高架水槽等及び架台の周囲の目隠しについても、建築物の一部であるので、高

さに算定するものとする。この場合、当該部分の水平投影面積は、周囲の目隠し及び架台で囲まれた部分

の面積がこれに相当するものとする。 

 したがって、令第２条第１項第６号ロの適用にあたっては、高架水槽等の高さが１２ｍ（適用条文によ

っては５ｍ、以下同様）を超える場合（図１参照）又は塔屋等の上に高架水槽等を設置する場合で高さの

合計が１２ｍ（又は５ｍ）を超える場合（図２参照）は、当該部分から１２ｍ（又は５ｍ）を減じた値を

建築物の高さに算入するものである。 

 また、高架水槽等、周囲の目隠し、塔屋及び架台の水平投影面積の合計が建築物の建築面積の１／８を

超える場合は、当該部分の高さを建築物の高さに算入するものである。（図３参照） 

 

 

 
 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条（面積、高さ等の算定方法）第１項第７号 軒の高さ 

 

 越屋根のある建築物の軒の高さの算定方法について 

 

 

 越屋根のある建築物の軒の高さの算定方法は以下による。 

 

(1) 越屋根に該当する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の１／８以下の場合 

 

 

 

 

(2) 越屋根に該当する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の１／８を超える場合 

 
 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第９２条（面積、高さ及び階数の算定） 

 

 令第２条（面積、高さ等の算定方法）第１項第７号 軒の高さ 

 

 片流れ屋根で棟高の異なる建築物の軒の高さの算定方法について 

 

 

 片流れ屋根で棟高の異なる建築物の軒の高さの算定方法は以下による。 

 
 
(1) Ａ×（Ｂ＋Ｃ）が建築面積の１／８以下の場合には軒の高さはｈ２ 
   (水平投影面積) 

 
(2) Ａ×（Ｂ＋Ｃ）が建築面積の１／８を超える場合には軒の高さはｈ１ 
   (水平投影面積) 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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規則第１条の３（確認申請書の様式） 

 

 

 付近見取図について 

 

 

 規則第１条の３に規定する付近見取図については、原則として、市町村の作成した２５００分の１の白

地図（できるだけ新しいもの）又はその写しとし、これに建築場所を示すこと。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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「奈良県建築基準法施行条例」の取扱い  

 

第２４条、第２５条 

自動車車庫等の出入口、前面空地について 

 

建築基準法施行条例第２４条及び第２５条で規定する自動車車庫等の出入口及び前面空地の取扱いは次

による。ただし、道路管理者および所管警察署長と協議し安全上支障がないと認める場合はこの限りでは

ない。 

 

＜用語の定義＞ 

・本条例で規定する自動車車庫とは、建築物に附属するかもしくは独立した自動車車庫で建築物を有する

場合における規定であり、青空駐車場は対象とはならない。 

また、対象となるのは、自動車の駐車の用に供する部分の建築物の床面積の合計であり、青空部分は含

まない。 

・本条例で規定する道路の範囲は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道の部分をいい、路側帯

と車道の区別のある道路については、路側帯も含めて道路の部分という。 

 

１． 条例第２４条第１号で規定する道路の交差とは、十字路、Ｔ字路、その他２以上の道が交わることをい

い、交差点から５ｍ以内の部分とは下図１を基本とする。 

 

図１：交差点から５ｍ以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜道路にスミ切りがある場合＞        ＜スミ切りが円の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

     制限対象範囲 

      

交差点 
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２． 条例第２４条第１号で規定する道路の曲がり角とは、一の道路が折れ曲がり、その内角が 

１２０度以内のものをいい、曲がり角から５ｍ以内の部分とは下図２を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

図２：曲がり角から５ｍ以内        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 条例第２４条第２号で規定する公園等の出入口から１０ｍ以内の範囲は、下図３のとおりとする。 

 

図３：出入口から 

半径１０ｍ以内の部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 条例第２５条で規定する道路境界線から１ｍ以上後退した空地又は空間とは、前面の道（道路）の通

行を見通すことができる範囲とし、原則として下図４のとおりとする。 

 

図４： 
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なお、前面の道（道路）の通行を見通すことが 

できる空間の解釈として建築物の２階部分が突き出て 

いるような場合で、通行の見通しに支障がない場合は 

右図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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 「奈良県建築基準法施行条例」の運用に係るＱ&Ａ 

 

 

第３条 がけに近接する建築物 

高さが二メートルをこえる崖(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六

号)第一条第一項及び第三項に規定する崖をいう。以下同じ。)に近接する建築物は、崖の上のもの

にあつては崖の下端から、崖の下のものにあつては崖の上端からその崖の高さの二倍以上の水平距

離を保たなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物には、適用しない。 

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十六条第三項の規定による工事の完了公告のあつた

土地における建築物若しくは同法第四十三条第一項の許可を受けた建築物又は宅地造成及び特

定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十七条の規定により宅地造成若しくは特定盛

土等に関する工事が同法第十三条第一項の規定に適合し、若しくは同法第三十六条の規定により特

定盛土等に関する工事が同法第三十一条第一項の規定に適合していると認められた土地におけ

る建築物 

二 法第七条第五項又は法第七条の二第五項の検査済証の交付を受けた擁壁が設置された崖に近

接する建築物 

三 前二号に定めるもののほか、擁壁の設置、崖の土質の状況等により建築物の安全上支障がない

土地における建築物 

 

Ｑ１ 建築物が水平距離を保つ対象となる崖には、敷地外に存する崖も含まれるのか？ 

 

Ａ１ 建築物が水平距離を保つ対象となる崖には、敷地外に存する崖も含まれる。 

 

 

Ｑ２ 水平距離の算定の対象となる建築物の部分はどこか？ 

 

Ａ２ 水平距離の算定の対象となる建築物の部分は、崖の下端からの水平距離にあっては基礎面を、崖の

上端からの水平距離にあっては外壁面を原則とする。 

 

 

 

 

 

 

https://krk401.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krk401.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krk401.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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Ｑ３ 第２項の適用にあたっては、建築物の安全上支障がない土地であることについて誰がどのように判

断するのか？ 

 

Ａ３ 建築物の安全上の支障の有無については、建築物の設計者が調査や客観的資料等に基づいて判断す

ることとなる。 

   なお、建築確認の審査時等において、建築主事等は添付資料や設計者の所見等を踏まえて判断の妥

当性について審査を行う。 

 

 

Ｑ４ 第２項第１号又は第２号の適用にあたっては、既存擁壁等の安全性についての判断は不要と解して

良いか？ 

 

Ａ４ 第２項第１号又は第２号に該当する場合については、第２項柱書きにより第１項の規定は適用され

ないが、一方で、法第１９条の規定により敷地の周辺における既存の擁壁等も含めた敷地の安全性を

確保する必要がある。 

   したがって、第２項第１号又は第２号の適用にあたっては、既存擁壁等の安全性について判断する

必要がある。特に築造後に相当の年数を経ている既存擁壁等については劣化の状況等を加味して判断

する必要がある。 

 

 

Ｑ５ 擁壁の設置により建築物の安全上支障がないとして第２項第３号を適用する場合は、どのような手

順が必要か？ 

 

Ａ５ 対象の既存擁壁が手続きを要する以前のものである場合は、設計者が調査や客観的資料等に基づい

て安全性について判断し、建築主事等が判断の妥当性を審査することとなる。 

   対象の既存擁壁に関して本来は必要な手続きが為されていなかった場合は、是正について所管の行

政庁へ相談することとなる。 

 

 

Ｑ６ 崖の土質の状況により建築物の安全上支障がないとして第２項第３号を適用する場合は、必ず土質

調査をしなければならないのか？ 

 

Ａ６ 安全上の支障の有無については設計者が判断することとなり、判断に適した調査方法を選択するこ

とが重要である。判断に際して必要であれば土質調査を行う場合も考えられる。 

   なお、建築確認の審査時等において、建築主事等が判断の妥当性を審査する中で、土質調査の結果

等を求める場合もある。 

 

 

Ｑ７ 第２項第３号が適用できる建築物について、「擁壁の設置」「崖の土質の状況」以外にはどのよう

な場合があるか？ 

 

Ａ７ 崖の上にあっては、建築物の基礎等の根入れの深さが、崖の高さを超える場合が考えられる。 

   崖の下にあっては、土留めのための構造物の設置等により、崖が崩壊しても建築物が土圧による影

響を受けない場合が考えられる。 

 

 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 
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第４条 長屋 

都市計画区域内における長屋は、次の各号に定める構造としなければならない。 

一 各戸の主要な出入口は、道路に面すること。ただし、次のいずれかに該当する長屋につ

いては、この限りでない。 

ア 敷地内において各戸の主要な出入口から道路に通ずる通路の幅員が二メートル以上

である長屋 

イ 法第四十三条第二項第一号の規定による認定を受けた長屋 

ウ 法第四十三条第二項第二号の規定による許可を受けた長屋 

エ 法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定

を受けた長屋 

二 耐火建築物及び準耐火建築物以外の長屋にあつては、次の構造とすること。 

ア 階数は、二以下とすること。ただし、防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び

防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十四号)第四第一号イ

に掲げる構造である長屋にあつては、この限りでない。 

イ アただし書の規定の適用を受ける長屋で地階を除く階数が三であり、かつ、地階を有

するものにあつては、当該地階を耐火構造とすること。 

ウ 六戸建て以下とすること。 

三 便所及び炊事設備は、各戸に設けること。 

2 都市計画区域(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項に規定

する伝統的建造物群保存地区で規則で定めるものを除く。)内における長屋で耐火建築物及

び準耐火建築物以外のもの(重ね建て長屋を除く。)は、隣地境界線との間に五十センチメー

トル以上の空地を設けなければならない。ただし、当該隣地が公園、緑地その他これらに類

するものである場合は、この限りでない。 

 

Ｑ１ 「各戸の主要な出入口」とは？ 

 

Ａ１ 「各戸の主要な出入口」とは、各戸における通常出入りする玄関をいう。道路からその出入口まで

に特定の居住者の専用の庭がある場合も、幅員２ｍを確保する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

▽ 出入口 

▽ 

2.0ｍ以上 

道路 

2.0ｍ以上 専用庭 
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Ｑ２  「敷地内において各戸の主要な出入口から道路に通ずる通路」とは？ 

 

Ａ２ 避難安全上通行の支障がない通路をいう。 

１階部分のけらば及び軒先並びに２階部分のけらば、軒先及び出窓等の軽易な突出部分（建築面積

・床面積が発生せず、不燃材料で造るまたは葺かれており、避難上支障が無い高さに設けるもの）は、

通路に突出することができる。（バルコニー・サービスバルコニーは不可。） 

また駐車場、駐輪場、ＣＢ塀（控壁を含む）、植栽及び花壇等は、避難安全上通行の支障が出たり、

消防活動の妨げとなると考えられるので、建築物に該当するか否かにかかわらず、通路内に設けるこ

とはできない。 

 

 

Ｑ３ 「隣地境界線との間に５０センチメートル以上の空地」とは？ 

 

Ａ３ 防火上、衛生上の観点から設けられる空地をいう。 

けらば、軒先及び出窓等の軽易な突出部分（建築面積・床面積が発生せず、不燃材料で造るまたは

葺かれているもの）であるならば、空地に突出することができる。 

 

 

Ｑ４ 「公園、緑地その他これらに類するもの」とは具体的にどのようなものか？ 

 

Ａ４ 次に掲げるものは「公園、緑地その他これらに類するもの」に該当する。 

① 都市計画法（開発許可によるもの含む）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に

属するもの 

② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

③ 公共の用に供する道（緑道を含む） 

④ 水路および管路敷で公的な管理に属するもの 

⑤ 里道 

 

 

＜制定年月日＞平成３１年 ４月 １日 
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第８条 特殊建築物等の敷地の路地状部分の幅員 

都市計画区域内にある法第三十五条に規定する特殊建築物(次項に該当するものを除く。)の

敷地が路地状部分によって道路に接する場合におけるその路地状部分(二以上の路地状部分で

接する場合は、少なくとも一の路地状部分。以下この条において同じ。)の幅員は、次の表に定

める限度以上の幅員としなければならない。 

 

路地状部分の長さ 路地状部分の幅員 

１０メートル以下のもの ３メートル 

１０メートルを超えるもの ４メートル 

 

２ 都市計画区域内にある延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物があるときはその延べ面積の

合計)が千平方メートルを超える建築物でその敷地が路地状部分によって道路に接する場合に

おけるその路地状部分の幅員は、四メートル以上としなければならない。 

３ 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

一 法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を受け

た建築物 

二 特定行政庁が避難上及び通行の安全上支障がないと認めた建築物 

４ 第一項及び第二項の路地状部分は、有効に保持しなければならない。 

 

Ｑ１ 「法第三十五条に規定する特殊建築物」とは？ 

 

Ａ１  延べ面積に関わらず、法別表第一（い）欄（１）から（４）項までに掲げる用途に供する特殊建

築物である。 

 

 

Ｑ２ 「路地状部分によって、道路に接する場合における路地状部分の幅員」とはどのような部分か？ 

 

Ａ２  路地状部分によってのみ道路に接する場合（図１）の路地状部分の幅員はもちろん、例えば図２

や図３のような敷地形状であっても、その実際の接道部分(Ｗ)が該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路 

 

建築物 

見え高 50cm 以上の 

擁壁 

W 道路 

 

建築物 

W 

水路 橋 

道路 

 

建築物 

W 

＜図 １＞ ＜図 ２＞ ＜図 ３＞ 

http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000741.html#e000000367
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000741.html#e000000337
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000741.html#e000000341
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000741.html#e000000341
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000741.html#e000000375
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000741.html#e000000341
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000741.html#e000000367
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Ｑ３ 「路地状部分」に門扉、花壇及びフェンス等を設置することは可能か？ 

 

Ａ３  本条は法第３５条に規定する特殊建築物及び延べ面積が千平方メートルを超える建築物につい

て、安全上、防火上、避難上および通行の安全上の観点から設けられたものである。 

    よって、安全上、防火上、避難上および通行の安全上支障の無いよう路地状部分を有効に保持す

ることが必要であり、幅の合計２０cm 以下の門扉、花壇及びフェンス等を設置することは可能（図

４）だが、それ以外のものは設置することはできない。（図５及び図６） 

 

 

 

 

Ｑ４ 「路地状部分」に脱着式または上げ下げ式のチェーンゲート等（以下、チェーンゲート等という。）

を設置することは可能か？  

 

Ａ４  本条は法第３５条に規定する特殊建築物及び延べ面積が千平方メートルを超える建築物につい

て、安全上、防火上、避難上および通行の安全上の観点から設けられたものである。 

    よって、避難及び消火について支障が無いように路地状部分を有効に保持することが必要である

ため設置できない。ただし、チェーンゲート等がない歩道等（建築基準法施行令第１２８条を満た

すものに限る。）を別途設けた上で所管消防部局との協議が整うようなものである場合は、設置す

ることが可能である。 

 

 

Ｑ５  路地状部分の幅員及び長さとは？ 

 

Ａ５  路地状部分の幅員とは、路地状部分の中心線に直行する最小の長さをいう。また、路地状部分の

長さとは、路地状部分の中心線の道路からの長さをいう。 

 

 

Ｑ６  路地状部分に側溝や法面等がある場合の幅員の考え方は？ 

 

Ａ６  側溝については、車両が通行可能なグレーチング等が設置されている場合には、側溝を含めた全

幅を幅員とする。 

法面等については、歩行者及び車両が無理なく通行可能である法面等である場合には、法面等を

含めた全幅を幅員とする。 

 

 

Ｑ７  「有効に保持しなければならない。」とは？ 

 

Ａ７  建築物が存在する間、安全上、防火上、避難上および通行の安全上支障の無いよう維持管理する

ことである。 

 

＜制定年月日＞平成３１年 ４月 １日 
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 第２０条 下宿等の配置 

下宿、共同住宅(重ね建長屋を含む。)又は寄宿舎の用途に供する建築物(次条において「下宿等」

という。)でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のものは、その用途に

供する部分の外壁と隣地境界線(隣地が公園、線路敷、水面その他これらに類するものである場合

においては、当該境界線は、当該公園、線路敷、水面その他これらに類するものの幅の二分の一だ

け外側にあるものとみなす。)との間に二メートル以上の水平距離を保たなければならない。ただ

し、その外壁に開口部がない側面又は便所等の小開口部のみの側面については、五十センチメート

ル以上とすることができる。 

２ 前項において、二メートル以上の水平距離を保たなければならない部分に開放廊下がある場合に

おいて、隣地が宅地である場合には、有効な目隠等を設けなければならない。 

 

Ｑ１ 「その用途に供する部分」には、別棟の付属建築物や住戸以外の部分も含まれるのか？ 

 

Ａ１ 自転車置場、ゴミ置場などの下宿、共同住宅(重ね建長屋を含む。)又は寄宿舎の用途(以下「下宿等

の用途」という。)以外の用途に供する別棟の付属建築物については「その用途に供する部分」に含

まれない。 

   下宿等の用途に供する棟のうちの当該用途のための廊下、階段、電気室、自動車車庫などの部分に

ついては「その用途に供する部分」に含まれる。 

 

 

Ｑ２ 「その他これらに類するもの」とは具体的にどのようなものか？ 

 

Ａ２ 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限

る。）は、「その他これらに類するもの」に該当する。 

①都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に

属するもの 

②公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

③河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

④公共の用に供する道、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉野川分水等を含む。） 

⑤里道 

⑥線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

 

Ｑ３ 「外壁に開口部がない側面」とは？ 

 

Ａ３ 本条においては、次に掲げるものが設置された外壁の部分は「外壁に開口部がない側面」の部分と

して取り扱う。 

①換気ガラリ 

②排煙のための小開口部（床からの高さが１．８ｍ以上にあるもので、排煙のための必要最小限の面

積に限る。） 

③ガラスブロック（透明のものを除く。） 

 

 

Ｑ４ 「便所等」とは？ 

 

Ａ４ 本条における「便所等」とは、便所、浴室、洗面所、脱衣室、化粧室、階段室等の継続的に滞在し

ない室を指すものとする。 

 

https://krk401.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krk401.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


   

奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 118 - 

Ｑ５ 「小開口部」とは、どの程度の大きさの開口部を指すのか？ 

 

Ａ５ 本条の適用においては、概ね０．２５㎡以下の開口部を「小開口部」という。 

 

 

Ｑ６ 「有効な目隠等」とは？ 

 

Ａ６ 本条において「有効な目隠等」とは、開放廊下の床面からの概ねの高さが１．５ｍ以上から１．８

ｍ以下の間に、通常の視線を遮る形態で設けられているものをいう。 

 

 

Ｑ７ バルコニーや屋外階段についても、第２項に基づき有効な目隠等を設けなければならないか？ 

 

Ａ７ 第２項において有効な目隠等を設けなければならない建築物の部分は開放廊下に限定している。 

   したがって、バルコニーや屋外階段については本条による目隠し等の設置義務は生じない。 

 

 

Ｑ８ 「有効な目隠等」の設置と廊下の開放性との関係は？ 

 

Ａ８ 第２項においては開放廊下について目隠し等の設置を求めているものであるが、本条により目隠し

等を設置した場合についても開放廊下として計画する以上は開放性が必要となる。 

   ただし、以下の各項目を満たすものについては、目隠し等の設置が当該廊下の開放性に影響しない

ものと見なすことができる。 

①目隠しの設置が本条の規定により必要と認められる範囲である 

②開放廊下の部分を内部空間であると見なして令第五章第四節の規定を満足している 

 

 

Ｑ９ 「共同住宅(重ね建長屋を含む。)」とあるが、重ね建長屋は共同住宅として取り扱われるのか？ 

 

Ａ９ 重ね建長屋は、共同住宅として取り扱わず、長屋として取り扱う。なお、条例２０条は、長屋のう

ち重ね建長屋にのみ適用される。 

 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 


